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第
十
一
回
定
時
総
会
を
開
催

日

時
･･･

六
月
十
三
日

場

所
･･･

葛
飾
法
人
会
館
三
階

大
会
議
室

会　　長　　挨　　拶

会　　場　　風　　景

久
々
に
来
賓
を
迎
え
て
行
わ
れ
た
第
十
一
回
定

時
総
会
、
金
井
田
総
務
委
員
長
司
会
に
よ
る
力
強

い
一
声
で
始
ま
っ
た
。

中
村
副
会
長
開
会
の
辞
の
後
、
増
田
会
長
の
あ

い
さ
つ
が
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
昨
年
に
行
わ
れ

た
諸
々
の
事
業
を
紹
介
、
課
題
と
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
セ
ミ
ナ
ー
を
進
め
る
中
で
、
や
は
り
人
と
人
と

が
リ
ア
ル
に
出
会
い
情
報
交
流
す
る
こ
と
の
大
切

さ
を
指
摘
し
た
。

次
い
で
増
田
会
長
を
議
長
と
し
て
議
事
に
入
っ

た
。報

告
事
項
と
し
て
、
総
務
委
員
長
よ
り
①
令
和

四
年
度
の
事
業
報
告
、
②
五
年
度
の
事
業
計
画
が
。

幸
田
財
務
委
員
長
よ
り
③
令
和
五
年
度
の
収
支
予

算
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

次
に
決
議
事
項
の
議
案
提
出
と
採
択
に
入
っ

た
。
一
号
議
案
は
「
令
和
四
年
度
貸
借
対
照
表
、

正
味
財
産
増
減
計
算
書
及
び
そ
の
付
属
明
細
並
び

に
財
産
目
録
の
承
認
の
件
」
が
幸
田
財
務
委
員
長

よ
り
提
出
さ
れ
た
。
二
号
議
案
「
役
員
改
選
に
伴

う
理
事
監
事
承
認
の
件
」
で
中
村
副
会
長
よ
り
候
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会　　場　　風　　景

会　　場　　風　　景

会　　場　　風　　景

補
者
の
発
表
が
あ
り
、
両
議
案
共
に
賛
成
多
数
に

て
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
議
事
は
終
了
し
、

予
算
が
承
認
さ
れ
新
体
制
が
整
っ
た
。

こ
こ
で
多
く
の
来
賓
を
代
表
し
て
四
名
よ
り
祝

辞
を
た
ま
わ
る
。

続
い
て
上
部
団
体
の
全
法
連
よ
り
、
臼
倉
龍
太

郎
、
大
貫
賢
充
両
氏
に
功
労
者
表
彰
が
。
ま
た
東

法
連
よ
り
、
幸
田
秀
博
、
遠
藤
隆
浩
、
南
一
幸
、

眞
田
明
男
、
伊
藤
宏
文
、
宮
内
誠
、
吉
田
勝
弘
、

福
田
博
幸
、
矢
作
義
雄
各
氏
に
功
労
者
表
彰
が
な

さ
れ
た
。
令
和
四
年
度
納
税
功
労
葛
飾
法
人
会
長

表
彰
が
山
岸
祥
浩
、
秋
山
代
介
、
田
中
幸
長
、
井

出
希
一
、
佐
藤
雄
大
、
渡
辺
信
之
、
大
久
保
賢
一

各
氏
に
授
与
さ
れ
た
。

最
後
に
大
畑
副
会
長
が
閉
会
の
辞
で
本
総
会
を

締
め
く
く
っ
た
。
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新任役員のご紹介

令
和
五
年
度

新
任
理
事
・
監
事
・
支
部
長
の
ご
紹
介

東
京
法
人
会
連
合
会
関
係
表
彰
者
の
ご
紹
介

令
和
五
年
六
月
十
四
日
（
水
）
一
般
社
団
法
人
東
京
法
人

会
連
合
会
第
十
一
回
通
常
総
会
が
明
治
記
念
館
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
当
会
で
は
次
の
方
々
が
受
彰
披
露
さ
れ
ま

し
た
。
　
　
　
　
　   

（
敬
称
略
、
役
職
は
令
和
四
年
度
）

●
全
法
連
功
労
者
表
彰

副
会
長

 
 

　
　
臼

倉

龍
太
郎

税
制
委
員
長 

 

　
　
大

貫

賢

充

●
東
法
連
永
年
勤
続
役
員
表
彰

財
務
委
員
長 

 

　
　
幸

田

秀

博

事
業
研
修
副
委
員
長

　
　
遠

藤

隆

浩

事
業
研
修
副
委
員
長

　
　
南
　
　
　
一

幸

税
制
副
委
員
長
　
　

　
　
眞

田

明

男

堀
切
南
支
部
長
　
　

　
　
伊

藤

宏

文

奥
戸
支
部
長
　
　
　

　
　
宮

内
　
　
　
誠

奥
戸
東
支
部
長
　
　
　

　
　
吉

田

勝

弘

水
元
東
支
部
長
　
　
　

　
　
福

田

博

幸

水
元
中
央
支
部
長
　
　
　

　
　
矢

作

義

雄

総務委員

伊佐　康暢
監　事

掛川　泰弘

小菅支部長

川上　佑喜

南水元支部長

出口　良行

総務委員

川畑　一義

鎌倉支部長

勝野　新吾

東立石支部長

山田　洋治郎

四つ木支部長

鈴木　　茂

財務委員

清水　琢実

金町支部長

星野　聡一

東新小岩支部長

鈴木　昭彦

青年部会 副部会長

井熊　利明

東金町支部長

松尾　武彦

水元中央支部長

新城　政也

東法連永年勤続役員表彰

全法連功労表彰

（敬称略）
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葛
飾
法
人
会
長
表
彰

受
賞
者
の
ご
紹
介

亀
有
南
支
部
　
　
副
支
部
長

山

岸

祥

浩

四
つ
木
五
支
部

副
支
部
長

秋

山

代

介

青
戸
東
支
部
　
　
副
支
部
長

田

中

幸

長

宝
町
支
部
　
　
　
幹
　
　
事

井

出

希

一

上
千
葉
支
部
　
　
副
支
部
長

佐

藤

雄

大

お
花
茶
屋
支
部

会

計渡

邊

信

之

四
つ
木
支
部
　
　
支
部
長大

久
保

賢

一

退任役員に対する感謝状の贈呈
　下記諸氏は、副会長・理事・監事として永年にわたりそれぞれの要職にあって積極的に会

の発展に尽力され、組織の拡充強化と納税の高揚に貢献されました。その功績は極めて顕著

なものがあります。退任にあたり深甚なる謝意を表します。

　　　　中　村　省　三　　　　齊　藤　信　夫
　　　　大　貫　賢　充　　　　小　堀　泰　克
　　　　稲　垣　　　孝　　　　星　野　幸　雄
　　　　漆　間　善　美　　　　大　庫　惣　一
　　　　大久保　賢　一　　　　矢　作　義　雄
　　　　山　崎　安　男　　　　花　島　惠　子
　　　　細　萱　　　康　　　   　　　　　　　　　　（敬称略）
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青
年
部
会

部
会
長

山

本

栄

悟

私
の
仕
事

こ
の
度
第
十
八
代
葛
飾
法
人
会
青
年
部
会
長
を
拝

命
致
し
ま
し
た
、
株
式
会
社
山
本
工
場
の
山
本
栄
悟

で
す
。

私
の
家
業
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

弊
社
は
創
業
一
〇
九
年
を
迎
え
る
金
属
プ
レ
ス
加

工
会
社
で
す
。

私
は
家
業
を
継
ぐ
た
め
に
戻
っ
て
き
た
の
が
東
日

本
大
震
災
の
年
二
〇
一
一
年
、
そ
し
て
二
〇
一
八
年

に
代
替
わ
り
を
し
ま
し
た
。

山
本
栄
『
悟
』
の
名
の
通
り
、
私
で
五
代
目
に
な

り
ま
す
。

二
代
目
山
本
榮
蔵
・
三
代
目
山
本
榮
一
が
早
く
に

亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
代
目
山
本
榮
之
進

は
自
分
が
元
気
な
う
ち
に
継
が
せ
た
い
と
の
思
い
が

強
く
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
い
ざ
家
業
を
継
ぐ
た
め
に
戻
っ
て
き
ま

し
た
が
、
先
代
は
仕
事
の
話
を
家
に
持
ち
帰
る
こ
と

は
な
く
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
と
は
知
っ
て
い
た
も
の

の
、
自
社
の
状
況
や
、
ど
の
よ
う
な
分
野
で
仕
事
を

し
て
い
る
か
等
、
右
も
左
も
分
か
ら
な
い
状
態
で
し

た
。
ま
ず
は
、
先
輩
た
ち
の
見
よ
う
見
ま
ね
で
仕
事

を
覚
え
ま
し
た
。

戻
っ
て
き
て
五
年
、
死
に
物
狂
い
で
頑
張
っ
て
き

ま
し
た
が
思
う
よ
う
に
成
果
が
出
ず
、
あ
き
ら
め
か

け
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
七
年
の

一
月
一
日
に
先
代
と
二
人
で
今
後
の
山
本
工
場
の
方

針
を
話
し
合
う
機
会
を
設
け
、
こ
の
一
年
で
何
か
大

き
な
変
化
を
起
こ
そ
う
と
決
め
ま
し
た
。

展
示
会
や
飛
び
込
み
で
の
営
業
、「
企
業
と
し
て
当

た
り
前
の
こ
と
を
」
弊
社
は
今
ま
で
や
っ
て
き
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

一
年
で
顧
客
数
を
一
・
五
倍
程
度
ま
で
増
や
す
、
そ

の
後
、
業
績
も
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
上
向
い

て
き
ま
し
た
。

こ
の
経
験
か
ら
、
口
に
出
し
行
動
す
る
こ
と
で
、

必
ず
成
果
は
つ
い
て
く
る
と
信
じ
、
言
葉
を
実
行
に

移
す
こ
と
を
重
視
し
ま
し
た
。

働
い
て
く
れ
て
い
る
社
員
の
言
葉
も
取
り
入
れ
、

自
社
の
考
え
、
思
い
を
、
話
し
た
こ
と
は
現
実
に
な

る
と
思
い
、
様
々
な

コ
ト
に
つ
い
て
、（
メ
ー
カ
ー
に
近
い
と
こ
ろ
で
仕
事

を
し
よ
う
、
利
益
率
の
高
い
仕
事
を
し
よ
う
）、
や

モ
ノ
に
つ
い
て
、（
○
〇
を
作
り
た
い
、
○
〇
の
分
野

で
仕
事
を
し
た
い
。）

未
来
に
つ
い
て
、
作
り
手
と
使
い
手
の
こ
と
を
考
え

て
、
物
事
を
考
え
る
。

等
、
様
々
な
こ
と
を
有
言
実
行
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
の
度
の
青
年
部
会
長
の
拝
命
に
あ
た
り
自
分
の

思
い
を
口
に
出
し
伝
え
、
ま
た
、
周
囲
の
意
見
に
も

耳
を
傾
け
大
切
に
し
、
邁
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

末
筆
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭

撻
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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青年部会通常総会、新部会長に山本栄悟氏が就任しました。  女性部会通常総会、今年も無事全ての議案が成立しました。

青年部会　　　　　　　　　   　　 　　  4月14日

第 11 回 青 年 部 会 通 常 総 会
女性部会        　　　　　　　　　   　　 4月21日

第 11 回 女 性 部 会 通 常 総 会

女性部会　　　　　　　　　   　　 　　  ４月13日

全国女性フォーラム愛媛大会

女性部会　　　　　　　　　   　　 　　    ６月８日

日 帰 り 旅 行

立石支部　　　　　　　　　   　　　　　 4月26日

支 部 役 員 会 及 び 会 計 報 告 会

全国女性フォーラム愛媛大会に参加致しました。  

山梨さくらんぼ狩り・桔梗屋工場見学。参加者34名でした。  

立石支部役員会、皆様の笑顔。立石支部はこれからも邁進します。 
  

実務に精通した社労士を講師にお迎えしセミナーを開催しました。 
  

事業研修委員会　　　 　　　　　　　　　5月19日

 社会保険・労働保険事務手続きセミナー
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〒124‑8560 葛飾区立石８－31－６ ℡ 03（3691）0941（代表） 

※お電話は、自動音声によりご案内しており、担当者がご用件にお答えします。 

【問合せ先】

1

令和５年度税制改正による主な改正事項については、次ページ以降でご説明します。 

電子帳簿保存法の内容が改正されました 

Q:「電子帳簿等保存制度」とは、どのような制度ですか？ 

A: 電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書･請求書･決算書など（国税関係書
類）」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、３つの制度に区分されています。 

① 電子帳簿等保存【希望者のみ】 
ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存

するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコ
ンで作成した請求書の控え等が対象です。 

さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合に
は、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が５％軽減される措置がありま
す（あらかじめ届出書を提出している必要があります。）。 

  ② スキャナ保存【希望者のみ】 
決算関係書類を除く国税関係書類（取引先から受領した紙の領収書・請求書等）は、その書類自体を保

存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。 

③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】 
申告所得税･法人税に関して帳簿･書類の保存義務が課されている者は、注文書･契約書･送り状･領収書･

見積書･請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ（電子取引データ）を
保存しなければなりません。 

※ 記録の改ざんなどを防⽌するため、①〜③の保存を⾏うためには一定のルールに従う必要があります。 

〜 令和５年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜

令和５年度税制改正を反映した電子帳簿等保存制度の Q＆A など電子帳簿 
保存法についての情報は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に 
随時掲載していきます。 

また、電子帳簿等保存制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁 
ホームページ内の電子帳簿等保存制度特設サイトをご確認ください。 

詳しくは、 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト  で 検索 

こ ち ら か ら も
特 設 サ イ ト に
アクセスできます

国税庁
（法人番号 7000012050002） 令和５年４月

取引情報

2

※ 令和６年１月１日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。 

「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直されました。 

「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなけれ
ばならない帳簿の範囲が、申告所得税･法人税について以下のとおり見直されました。 

なお、消費税についてこの措置の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲
については、変更はありません。 

① 電子帳簿等保存に関する主な改正事項 

【見直し前】 
①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿（全ての⻘⾊関係帳簿） 

【見直し後】 
①仕訳帳、②総勘定元帳、③その他必要な帳簿（以下の記載事項に係るものに限定）

「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲

Q:「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」とは、どのような措置ですか？

A: 一定の範囲の帳簿について、「モニター・説明書等を備え付ける」などの電子帳簿として保存するた
めの要件に加えて、 
① 訂正削除履歴の保存、  ② 帳簿間の相互関連性  ③ 日付・金額・相手方による検索機能 
の３要件を全て備えて保存している場合には、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過
少申告加算税が５％軽減される措置です（あらかじめ届出書を提出している必要があります。）。 
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※ 令和６年１月１日以後にスキャナ保存が⾏われる国税関係書類について適用されます。 

⑴ 解像度･階調･大きさに関する情報の保存が不要とされました。 
国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度･階調･大きさに関する情報の保存を必要とする要件が廃⽌され

ました。 
なお、これらの情報を保存しておくことは不要となりましたが、スキャナで読み取る際に守らなければならない

解像度（200dpi 以上）や階調（原則としてカラー画像）などの要件自体に変更はありません。 
⑵ 入力者等情報の確認要件が不要とされました。 

スキャナ保存時に記録事項の入力を⾏う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしてお
くことを求める要件が廃⽌されました（電子取引データ保存についても同様です。）。 

⑶ 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。 
スキャナで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がある国税関係書類が、

「重要書類（契約書･領収書･送り状･納品書等のように、資金や物の流れに直結・連動する書類）」に限定されるこ
ととなりました。 

この見直しにより、「一般書類（見積書･注文書等や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない
書類）」をスキャナ保存する場合については、相互関連性の確保が不要となりました。 

※ 令和６年１月１日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。 
⑴ 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。 

税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め（調査担当者にデータのコピーを提供すること）」に
応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直
されました。 

イ 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(２課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の保存義
務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大されました。 

ロ 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理さ
れた状態で提示･提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。 

⑵ 令和４年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限（令和５年 12 月 31 日）をもって廃止されます。 
（参考） 令和５年 12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している方

は、令和６年１月１日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税
務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。 

⑶ 新たな猶予措置が整備されました。 
次のイ･ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿っ

た対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。 

イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署
⻑が相当の理由があると認める場合（事前申請等は不要です。） 

ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトし
た書面の提示･提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合 

② スキャナ保存に関する主な改正事項 

③ 電子取引データ保存に関する主な改正事項 

上記⑵の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが、上
記⑶の新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、電子取引データについても
「ダウンロードの求め」にも応じる必要がありますので、ご注意ください。
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【葛飾都税事務所からのお知らせ】

都税がスマホ決済アプリで納付できます
💡💡💡💡 いつでもどこでも簡単にスマホで納税ができます。
💡💡💡💡 スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で

納付書のバーコードを読み取るだけで納税ができます。
💡💡💡💡 手数料はかかりません。

注意事項
■領収証書は発行されません。
■納付手続完了後に納付を取り消すこと
はできません。

■１枚あたりの合計金額が30万円までの
納付書（バーコードがあるもの）に限り
ます。

■バーコードのない納付書や、
汚損によりバーコードが読み取れない
納付書はお使いいただけません。

※主税局 HPで詳細をご確認の上、
ご利用ください。

利用できるアプリ（令和５年７月１日時点）

※地方税統一 QRコード（eL-QR）のある納付書については、スマートフォン決済アプリで
eL-QRを読み取ることでも納付できます。詳細は主税局 HPをご覧ください。

（QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。）

NEW

eLTAX電子納税が大変便利です
～全国の地方公共団体へ一括して納税可能～

法人事業税・法人都民税等の都税は、
ペイジー納付やダイレクト納付の他に、
クレジットカード納付が可能です。

ダイレクト納付が可能！
事前に登録した金融機関口座から
指定した期日に税額を引き落とすこと
ができる納税方法です。

eLTAX電子納税での
納付方法が増えました！

クレジットカード納付が可能！
法人事業税・法人都民税等の都税は、
ペイジー納付やダイレクト納付の他に、
クレジットカード納付が可能です。

税理士の方など代理人による
納税手続ができます‼

eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

詳しくは eLTAXホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/

東京都主税局
ホームページ

納税できる主な税目
個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割、
固定資産税・都市計画税（土地･家屋）、
固定資産税（償却資産）
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皆さんに納めていただいている大切な特別区民税・都民税（住民税）は、福祉・教育・まちづくりなどに

使われ、葛飾区を支える土台となっています。

令和５年度の特別区民税・都民税は、令和４年１月から令和４年１２月までの１年間の所得に対して課

税します。区から送付する特別徴収の税額決定通知書や普通徴収の税額決定納税通知書の内容をご確認の

上、納期限内の納入・納付をお願いいたします。

令和５年度特別区民税・都民税のお知らせをお送りしました

特別徴収の場合は５月１７日に特別徴収義務者へ、普通徴収の場合は６月１２日に本人へ各通

知書等を送付しております。

＜問い合わせ先＞ 課税係 直通 ０３-５６５４-８５５０

特別徴収の皆様へ

特別区民税・都民税の特別徴収にご協力ください

特別徴収分の納入には、便利な電子納税を利用しましょう

特別区民税・都民税の納付が普通徴収（個人納付）の皆様へ

納期限内の納付にご協力をお願いします。今後の各納期限は下記のとおりです。

税額決定納税通知書には納付書のほかに口座振替依頼書も同封しております。

納付には便利な金融機関の口座振替をぜひご利用ください。

第２期 ８月３１日（木） 第３期 １０月３１日（火） 第４期 令和６年１月３１日（水）

【納付場所】 各金融機関、郵便局（ゆうちょ銀行）、コンビニエンスストア、区役所税務課、

       区民事務所及び区民サービスコーナー

【その他の納付方法】 ペイジー対応のＡＴＭ、ネットバンキング、クレジットカード、

           モバイルレジ（アプリまたはＷＥＢ）、スマートフォン決済アプリ

＜問い合わせ先＞収納管理係 直通０３-５６５４-８２０１

葛飾区役所・税務課からのお知らせ 葛飾区立石 5-13-1
TEL. ０３-５６５４-８５５０

特別徴収とは、事業主の方が従業員や専従者の給与から住民税を徴収し、６月から翌年５月までの

１２回で毎月納入していただく方法です。

４月以降新たに就職された方の特別徴収を始める場合は、特別徴収切替申請書の提出が必要です。

＜問い合わせ先＞ 課税係 直通 ０３-５６５４-８５５０

eLTAX を利用すると、従業員から特別徴収した特別区民税・都民税を、一度に複数の自治体へ一括し

て電子納税ができます。手数料も無料です。ぜひご利用ください。

詳しくは eLTAX ホームページをご覧ください。 https://www.eltax.lta.go.jp

＜問い合わせ先＞ 収納管理係 直通 ０３-５６５４-８２０１
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　夏です。表紙の姉弟がいる東四つ木の避難橋は正
面にスカイツリーが望めることもあり、ちょっとし
た撮影スポットになっているようです。荒川土手を
訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてください。また、
私ごとで恐縮ですが、連載しているマンガ『東東京
区区（ひがしとうきょうまちまち）』の単行本１巻
が７月に発売されました。立石や柴又も登場します
ので、ぜひ読んでみてください。

イラスト：かつしかけいた

令和 5年「盛夏号」をお届けします。「葛飾企
業人」は立石商店街の和菓子店「立石舟和」さ
んをお訪ねしました。伝統の味、芋ようかんを
頬張りながら戦後すぐの立石の雰囲気が伝わり、
楽しい取材をさせていただきました。
　「私の」シリーズは、新青年部会長・山本さん
の登場です。フレッシュな活躍を大いに期待し
ます。
　さて、巷ではコロナ禍で失った年月を大急ぎ
で取り戻すかのような喧騒が帰ってまいりまし
た。著名な祭礼も次々開催され活気が東京中を
覆っています。わが法人会も新役員体制となり、
ようやく人と人が直に触れ合うことができるよ
うになりました。新生葛飾法人会の船出です。
皆様の活動を生き生きと伝えるため広報委員会
も頑張ります。（S）

■ 表紙のイラストについて ■

編   集   後   記

葛飾法人会員の方は法人税申請書別表一（一）の上部欄外の右上部分に
このシールを貼ってご提出ください。（OCR 用紙には貼らないでください。） 公益社団法人 葛飾法人会員

◆ 説 明 会 の ご 案 内 ◆

決 算 法 人 説 明 会

開催日 時　間 場　所

８月４日（金） 13:30～16:00 葛飾法人会館

９月４日（月）
13:30～16:00 葛飾法人会館

９月８日（金）

10月５日（木） 13:30～16:00 葛飾法人会館

新 設 法 人 説 明 会

10月16日（月） 13:30～16:00 葛飾法人会館

税 務 相 談
月１回、１時間まで無料！
葛飾法人会では税に関する相談を
個別に行っています。まずは法人
会事務局へご連絡ください！

☎3693－3744

申し込み後、日時等をご相談の上決め
させていただきます。相談は原則とし
て葛飾法人会館で行い、東京税理士会
葛飾支部の税理士が相談に応じます。

※�時間を超えてご相談になられた場合、
超過時間につきましては相談者のご負
担になります。

　�帰る時に事務局にお支払ください。料
金は 30分につき5,000円と消費税にな
ります。

〇 �葛飾税務署より対象者にご案内はがきが届き
ますので、ご案内に従って説明会にご参加く
ださい。



●企業情報記入欄

法 人 名

職役名者表代

職役名者当担

※代表者、担当者ともに必ずフルネームでご記入ください。

業 種

※業種についてはなるべく詳しくご記入ください。

例）単に「製造業」ではなく、「プラスチック容器製造業」や「建築用金属部品製造業」等、細かく記入。
また、細かく分類した際に複数の分野にまたがる場合は、最も主要なもの一つを記入下さい。
なお、日本標準産業分類の細分類番号4ケタをご記入頂ければ、詳しくご記入いただかなくてかまいません。

本社所在地
〒

✉先絡連

延 床 面 積 □1年度分 □1年未満

囲範告報態形有所

報 告 範 囲 の
主 た る 用 途
（ 延 床 面 積 の
約 50 ％ 以 上 ）

●エネルギー使用量記入欄（年次データ-令和4年4月分から令和5年3月分まで）

都 市 ガ ス m
3

L P G m
3

灯 油 L

その他の燃料 単位（ ）

買電（昼：8～22時） kWh 

買電（昼：22～翌8時） kWh 

その他（昼夜不明を含む） kWh 

水道及び工業用水道 m
3

公共下水道 m
3

東京都提出　「地球温暖化対策報告書」　作成希望依頼書

葛飾法人会　事務局：FAX 03-3693-3906

事 業 所 等 の 実 績 年 度 の
エ ネ ル ギ ー 使 用 期 間

使用量

℡ fax

地球温暖化対策や省エネ対策として特別に取り
組んでいる事があればご記入ください。

↑上記使用になっているエネルギーの数値をご記入ください！

◇本社以外に東京都内の支店・営業所をお持ちの方は、お手数でも用紙をコピーして、所在地・面積・エネ
ルギ―データ等ご記入の上、支店等分の依頼書も合わせてご提出ください。

※令和4年4月から令和5年3月の途中で開設・閉鎖された、支店・営業所については、その旨をお書き添えく
ださい。

◆提出書類の会社印（丸印）は不要になりました。

東京都地球温暖化対策報告書を提出したいので、下記内容に基づいた作成を依頼します。

水 道

電 気
（特に契約をし
て い な い 場 合
は、その他に記
入ください。）

□自己所有　□他者所有

□事務所　□商業施設（物販）　□商業施設（飲食）　□工場　□複合施設　□その他（ ）

□建物の全部　□建物の一部（テナント）　□建物の一部（その他）
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FAX番号　03-3693-3906

　  送り先  〒124-0012 葛飾区立石７－２９－２
         公益社団法人 葛飾法人会 宛

葛飾区内の事業所の皆様へ

地球温暖化対策報告書
を提出してみませんか？

初めての

この様なメリットも
あります！

■  葛飾法人会では、区内の事業者の皆様に「地球温暖化対
策報告書」の提出を呼びかけています。

■  この報告書は、東京都条例に基づく制度で、各事業所が
令和４年４月から令和５年３月までの１年間に使用した電
気・ガス・水道・灯油の量（料金ではなく使用量）を調
べて報告書に記載し、東京都へ提出することで減税などの
メリットが受けられるようになっています。

■  報告書の提出にあたり書類作成を法人会がお手伝いさせ
ていただきます。

■  このご案内の裏面をコピーし、必要事項をご記入の上、
葛飾法人会事務局まで、FAX、または郵送に
てお送りください。

● 中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エ
ネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の取得を
税制面から支援するため、法人事業税を減免します。
制度概要
■対象者
　①資本金の額が１億円以下の法人
　　（保険業法に規定する相互会社を除きます。）
　②「地球温暖化対策報告書」等を提出していること
■対象設備
　 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備で、

環境局が導入推奨機器として指定するもの。
　・減価償却資産に限ります
　・貸付用、住宅用、中古設備を除きます
■減免額
　 設備の取得価額（上限２千万円）の２分の１を取得

事業年度の法人事業税の税額から減免します。
　（ただし、当期事業税額の２分の１を限度） 
　※ 減免しきれなかった額は、翌事業年度等の法人事

業税の税額から減免可
■対象事業年度
　 令和8年3月30日までの間に終了する各事業年度に

設備を取得し、事業の用に供した場合に適用。

エネルギーの使用量につきましては、各請求書、検針票等でお調べ頂くほか、下記の各事業所に
お電話にて（お手元に請求書等をお持ちになり）問い合わせて頂ければ１年分の確認ができます。

●電気：東京電力エナジーパートナー㈱
　　　　☎0120-995-001（フリーダイヤル）　☎03-6374-8936 (0120番号をご利用になれない場合有料）

●ガス：東京ガスお客さまセンター（総合）
　　　　☎0570-002211（ナビダイヤル） 　   ☎03-3344-9100（IP電話のご利用など）

●水道：水道局お客さまセンター
　　　　☎03-5326-1101
　　　　　　　※自動車の燃料として使用したガソリン、軽油は報告対象外です。

≪締　　切≫

令和 5 年 9 月29日（金）法人会到着分

中小企業向け省エネ促進税制

書類作りを法人会がお手伝い！

＜中小企業者向け省エネ促進税制に関すること＞
　・所管都税事務所の法人事業税班

　・主税局課税部法人課税指導課　法人事業税班　03-5388-2963

＜地球温暖化対策報告書制度 / お問い合わせ窓口＞

　・東京都地球温暖化防止活動推進センター（愛称：クール・ネット東京）ヘルプデスク 0570-03-3517

申込み・問い合わせ先

公益社団法人 葛飾法人会
社 会 貢 献 委 員 会




